
　　　◆◆　セミナー全体の流れと注意事項　◆◆　（※お申し込みの前に必ずご確認ください。）

　　　　※　　　　：　申請者にてご対応いただくもの　　　　　　：　県にて対応するもの

　　　　※上記はおおよその流れですので、期間等は目安になります。（講師の手配に長く時間を要する場合があります。）

　　　　※セミナーの細かい内容については、講師の方とご相談のうえ、自由に決定していただいて構いません。
　　　　　　⇒内容が大きく変わる（ハラスメント→働き方改革  など…）場合は、県までご連絡ください。
             ⇒日時・場所の変更に関しては、必ず県までご連絡ください。
             ⇒変更の内容及び県へのご連絡のタイミングによっては、認められない（事業の中止等）場合があります。

　　　　※当事業は、同一の企業・団体において年に３回まで利用が可能です。
　 　　　　 ⇒２回以上ご利用される場合は、セミナーの内容を変更いただくか、受講者が異なるように実施して下さい。
　　　　　　　（同じ内容のセミナーを複数回受講することはできません。）

講師手配

申込内容の審査

セミナー申込

受講概要報告書の提出

セミナー実施決定通知

セミナー実施決定の準備

県への連絡

講師への連絡

講師手配完了の連絡

セミナー実施

申

申

申

申

申

一
週
間
程
度

二
・
三
日
程
度

二
週
間
以
内

三
・
四
日
程
度

〇セミナー実施予定日の１カ月前までにお申込み下さい。

〇セミナー実施においては、なるべく１０名以上の参加

者を確保したうえでお申込み下さい。

〇セミナー実施はなるべく３時間以内（※それ以上の場

合は要相談）でお願いいたします。

〇セミナー実施決定後、講師の方にご連絡のうえ、内容詳細に

ついての打ち合わせをお願いします。

〇実施内容（日時・場所等）に変更が生じそうな場合は、至急、

県へご連絡下さい。（認められない場合もあります。）

〇実施を取り止めたい場合は、県へご連絡のうえ、辞退届を提

出してください。

〇講師の方に確認した事項（内容・日時等）に変更はない

か、ご連絡下さい。

〇講師の方へ、申し込んだ内容（内容・日時等）で問題な

いかの確認のためにご連絡ください。

〇セミナー実施後、２週間以内に受講概要報告書（セミ

ナーで使用した資料も併せて）をご提出下さい。

※報告書の最終提出期限は２０２７年３月２６日ですの

で、３月実施の際はご注意ください。

〇セミナーの内容・日時・場所によっては、講師の方の

調整がつかない場合がありますので、予めご了承下さ

い。

〇その場合は、改めてセミナーの内容・日時等の変更が

できないか、申込者にご相談をさせていただきます。

（※それでも講師の方の調整が難しい場合は、セミナー

実施をお断りさせていただく場合があります。）
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